
吉野川水系河川整備計画

ー吉野川の河川整備（国（直轄）管理区間）ー

「ご意見・ご質問」に対する主な項目の説明資料

①施設能力を上回る洪水への対応について
②堤防の位置の考え方について
③ダムの洪水調節について
④具体的な環境目標の設定について
⑤森林について

平成１９年１０月

国土交通省四国地方整備局



①施設能力を上回る洪水への対応について
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施設能力を上回る洪水への対応について 
 

現状の施設の整備水準以上の洪水が発生する可能性は常に存在してい

ます。また、将来、計画された施設整備が完成したとしても、計画規模

以上の洪水（超過洪水）が発生する可能性は存在します。 

 

現状の施設の整備水準以上の洪水が発生する可能性は常に存在 

○ 河川整備計画の目標流量 19,400m3/s（基準地点岩津） 

○ 基本高水のピーク流量 24,000m3/s（基準地点岩津） 
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平均11.1回

平成16年

平年

吉野川流域の降雨量

時間雨量５０mm以上の降雨の発生回数 

1 時間降雨量における年間延べ件数（吉野川流域内のアメダス地点 11 箇所より） 

年 

資料：気象庁資料より作成 

1時間に 50mmを超す集中豪雨が増加 

吉野川流域

床上浸水による被害では財産・人命が奪われる深刻な被害が発生する 

平成１６年８月台風１０号 

三好郡東みよし町加茂地先浸水状況

平成１６年１０月台風２３号 

三好郡東みよし町中庄地先浸水状況

平成１６年１０月台風２３号 

板野郡北島町鯛浜地先浸水状況 
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洪水はん濫の発生を防止するための施設整備を着実に進めていくのと

並行して、施設能力以上の洪水（超過洪水）が発生したとしても、壊滅

的な被害を回避するとともに、洪水はん濫による浸水被害を少しでも小

さくするための対策を実施することが求められています。 

 

吉野川の沿川に広がる平野は、県西部と県北部をつなぐ重要な地域で

あるとともに、市街地及び住宅地が概ね連続しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

吉野川上流では未だ未改修の地区が残され、吉野川のはん濫による浸水被害が頻

発しており、早期に堤防の締切を行う必要があるものと考えております。 

 

吉野川の氾濫区域の特性は、下流は拡散型の、上流は閉鎖・流下型の

氾濫形態をなしています。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【拡散型氾濫】 

氾濫域が広く、大規模洪水時に被害の広域化が懸念さ

れることとなります。 

【閉鎖・流下型氾濫】 

氾濫域が狭く、大規模洪水時においては、氾濫水位が

洪水位とほぼ同一となります。 

 

森林

竹林、牧草地等

畑地

水田

市街地、住宅地

開放水路

改修済堤防

未改修堤防

自然裸地

森林

竹林、牧草地等

畑地

水田

市街地、住宅地

開放水路

改修済堤防

未改修堤防

自然裸地
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危機管理として、施設能力以上の洪水（超過洪水）等が発生した場合

の被害軽減措置については、様々なご意見をいただいているとおり、重

要であるものと考えています。 

 

治水対策は「治水施設等の整備」と「危機管理と被害軽減策」を基本

とし、その中で、施設能力を上回る洪水への対策として、危機管理や

被害軽減策も実施して参ります。 

 
施設能力を上回る洪水が発生する可能性は常に存在することを踏まえ、氾濫等

を発生させない対策に加えて、災害が発生した場合でも被害を最小化する対策に

ついてもあわせてに実施することが重要であると考えています。 
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施設能力を上回る洪水への対策としての危機管理や被害軽減策に関し

ては、今後も様々な調査研究が必要です。 

ハード整備に関しては、浸水被害を少しでも小さくすることを目的と

した自治体等の取り組みに対する支援を積極的に進めるため、様々な取

り組みを自治体や関係機関と連携しながら進めたいと考えています。 

ソフト整備に関しては、既存の災害情報協議会を活用した市町村との

連携体制の強化等の対策について、これまでも実施してきたところであ

り、今後とも実施していきます。 

 

素案に掲載されている危機管理や被害軽減策の実施に関する内容 
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危険箇所合同巡視危険箇所合同巡視

水防活動支援 

水防団等との連携水防団等との連携 [96p] [96p] 

水防団等との情報共有・体制充 
実、水防活動支援(洪水情報等の提
供、機械化 ) 

水防活動支援（情報提供）水防活動支援（情報提供）

水害防止体制の構築水害防止体制の構築 [96p][96p]

自助、共助、公助の連携を踏まえ 
つつ、洪水時の防災体制・連絡体制 
の強化、様々な情報を共有体制の 
確立、水害防止活動への支援 

自助、共助、公助の連携を踏ま 
えつつ、洪水時の防災体制・連 
絡体制の強化 

防災講習会防災講習会

水害防止活動への支援 

河川情報の収集・提供河川情報の収集・提供 [95p][95p]
緊急時の体制整備と、防災活動
のための県・市町村・地域住民への
情報周知

地震及び洪水の対応地震及び洪水の対応 [96p][96p]
緊急時の被災状況等の把握と、
臨機の応急復旧等緊急的な対応、
災害対策用機械の派遣等

不測の事態に備えた災害対策
用機械の派遣

災害対策用機械災害対策用機械

特別巡視特別巡視

不測の事態に備えた河川巡視緊急時の組織体制、
迅速・的確な河川情報等の収
集・提供

緊急時の対応訓練緊急時の対応訓練

インターネット等を通じた河川情
報提供や洪水予報の発表

洪水ハザードマップ整備の促進洪水ハザードマップ整備の促進

まちづくり行政を担っている市町
に対し、洪水ハザードマップを作成
する際の技術的支援・協力について
の対策

まるごとまちごとまるごとまちごと
ハザードマップハザードマップ(H18.7)(H18.7)

[96p][96p]

防災訓練の実施防災訓練の実施

-

水防団等との情報共有体制・体制

充実 

浸水に強いまちづくりの支援浸水に強いまちづくりの支援

浸水の危険性がある地域の周知

や洪水はん濫等に関する知見の提
供等を通じ、市町による水害に強い
まちづくりを支援

[96[96--1p]1p]

・貯留浸透施設(貯留管)

・雨水流域下水道(管きょネットワーク化)

・調整池

・施設の耐水化(止水板)

・内水ハザードマップ水害教育

・ポンプ運転調整

・リアルタイムコントロールの施設運用

・二線堤の整備

・その他

水害に強いまちづくりを支援

浸水に強いまちづくりの支援浸水に強いまちづくりの支援

浸水の危険性がある地域の周知

や洪水はん濫等に関する知見の提
供等を通じ、市町による水害に強い
まちづくりを支援

[96[96--1p]1p]
浸水に強いまちづくりの支援浸水に強いまちづくりの支援

浸水の危険性がある地域の周知

や洪水はん濫等に関する知見の提
供等を通じ、市町による水害に強い
まちづくりを支援

[96[96--1p]1p]

・貯留浸透施設(貯留管)

・雨水流域下水道(管きょネットワーク化)

・調整池

・施設の耐水化(止水板)

・内水ハザードマップ水害教育

・ポンプ運転調整

・リアルタイムコントロールの施設運用

・二線堤の整備

・その他

水害に強いまちづくりを支援

・貯留浸透施設(貯留管)

・雨水流域下水道(管きょネットワーク化)

・調整池

・施設の耐水化(止水板)

・内水ハザードマップ水害教育

・ポンプ運転調整

・リアルタイムコントロールの施設運用

・二線堤の整備

・その他

水害に強いまちづくりを支援
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<参考> 地域が減災等を目的とした施設を整備する場合の支援 

イメージ（情報提供内容） 
 

仮に、道路等を活用した二線堤の整備効果を試算してみると、

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

上記の吉野川の堤防等の破堤が生じた場合の試算では、洪水のはん濫量が大き

いことから、二線堤を上回るはん濫が生じます。その効果は、二線堤周辺の地

域等で洪水到達時間の遅れが期待でき、避難活動に要する時間を増加させるこ

とによって、地域の減災対策に貢献出来るほか、洪水はん濫被害の軽減が期待

出来る地域もあります。その一方で、二線堤内の地域では、水深が増大し、被

害が増加するなど、新たに二線堤を整備することにより、地域間でアンバラン

スが生じる等の課題があります。 

 

10分未満 90分未満

20分未満 100分未満

30分未満 110分未満

40分未満 2時間未満

50分未満 3時間未満

60分未満 4時間未満

70分未満 5時間未満

80分未満 5時間以上

洪水到達時間

二線堤の整備効果の試算（左岸域） 
はん濫ブロックの上流側で堤防が決壊した場合 

※ 対象とする洪水外力：岩津1/150，現況５ダム，H16年洪水型

Case１:現況(嵩上げなし) Case２:二線堤あり(1.0m 嵩上げ) 

××
××

0.5m未満
0.5～1.0m未満
1.0～2.0m未満
2.0～5.0m未満
5.0m以上

凡 例
0.5m未満
0.5～1.0m未満
1.0～2.0m未満
2.0～5.0m未満
5.0m以上

凡 例

現況 1.0m嵩上げ後

二線堤

二線堤

○現況より約20cm水深が増大 
○軒下浸水が増加 

現況 1.0m嵩上げ後

洪水はん濫

面積が軽減 

洪水到達時間

が遅くなる 
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池田～岩津間の平地部にある公共施設の総面積は 0.64 ㎞ 2程度です。仮にこ

の面積の全てを雨水貯留施設として活用し雨水を貯留したとしても、岩津上流

域の全流域面積が 2,811km2であることに対し、1/5000 程度と小規模であり、

下流域の洪水被害を軽減する効果や吉野川の洪水がはん濫した場合の被害軽減

効果は期待できませんが、地域によっては内水被害の軽減を期待することがで

きます。 

池田～岩津間の雨水貯留施設（公共施設）の面積は、 
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②堤防の位置の考え方について
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堤防の位置の考え方について 
 

堤防の位置は、河川整備基本方針で定められた整備目標である計画高水流

量に対して手戻りがなく、現在の河道の能力を基本に、上下流一連の区間で

無理なく流下能力が確保可能となるよう設定しています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

上記の図は、河口（0km 地点）から池田（77.69km 地点）までの間における各断面

（0.2km 毎）の現況の流下能力を示しており、HWL（堤防設計の目安となる評価高：青

線）と現況（無堤防部の地盤高：赤線）で記載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

流量 

(ｍ3/s) 

流量 

(ｍ3/s) 

堤防の整備等を行う区間

河道の掘削等を行う区間
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堤防の位置は、概ね現況の河岸より堤内側に設定されており、平常時の水

域環境に影響を与えるものとはなっておらず、自然環境の改変度合いを抑制

する計画としています。また、上流域の平野部は狭く、貴重な社会活動の場

であるため、極力、堤内側の土地面積が確保できるよう設定しています。 

 
 

平常時の水域環境に影響を与えない位置に設定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無堤地区の堤防法線は、平均年最大流量（毎年発生する程度の洪水規模）が流下する

際の河岸より堤内側の位置に設定することにより、平常時の水域環境に影響を与えな

いものとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平常時の水位
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堤防を整備してもなお、流下能力が不足する区間では、以下のような必要

最小限の河道の掘削又は樹木の伐採により、流下能力を確保することで、自

然環境の改変度合いを抑制する計画としています。 

 平水位以下の掘削は行わない。 
 自然の瀬淵の状態を残す。 
 竹林の伐採面積を極力小さくする。 

 
 

河道の掘削等は自然環境の改変度合いを抑制 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

掘削を行わない場合、竹林の伐採等を行う必要がある。 

河道計画のイメージ図 

平常時の水位 

平常時の水位 

緩 
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加茂第二箇所については、景観等の観点から河道を拡幅する意見を受け、

代替案を比較検討しました。その結果、堤防の位置を堤内側に後退すると、

以下の問題が生じることから、素案で提示した堤防の位置を採用したいと考

えています。 
 

・ 堤防が流れに直交する向きになることから、水衝部となり、堤内地への

危険性が増大します。 

・ 河道幅の急変区間となるため、流速が遅くなり、水位の上昇を招きます。 

・ ③案では、90戸程度の家屋移転が必要となります。 

 
加茂第二箇所の代替案（堤防位置）検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川整備計画流量流下時の計算水位縦断図

72.0

74.0

76.0

78.0

70.0 69.0 68.0 67.0 66.0

加茂第二箇所

狭窄部(美濃田)

河道拡幅による最大水位低下量
0.1m程度（68k0）

高島

山付け区間 加茂第一箇所

河道拡幅による最大水位上昇量
0.1～0.2m程度（67k6）

ＨＷＬ

①案（素案）

②案（右岸側に拡幅）

③案（高島存置案）

計算水位（現況河道）

 (ｋｍ)

標高(A．P．m) 
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③ダムの洪水調節について
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ダムの洪水調節について 
 
各ダムにおいては、施設管理規程等に基づき、適切な洪水調節に努めてお

り、原則として洪水時においては流入量を上回る放流はしておりません。こ

れにより、ダムがない場合に比べて下流の水位を低下させ、浸水被害を軽減

させています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

早明浦ダムでは、施設管理規程に基づき、適切な洪水調節に努めており、原則として洪水時において

流入量を上回る放流はしていません。これにより、ダムがない場合に比べて下流の水位を低下させ、浸

水被害を軽減させています。 

なお、ダムには計画対象とする洪水があり、それを越える規模の洪水に対しては、これ以上ダムに水

を貯めることが出来なくなり、ダムへの流入量をそのまま放流（放流量が流入量を上回ることはない）

する場合があります。また、洪水調節が終了した後は次の出水に対応するため、速やかにダムの水位を

下げ、洪水調節容量を確保する必要があります。よってこの場合は流入量が 2000m3/s を下回った以後、

2000m3/s を限度とし、流入量に 100m3/s 程度上乗せして放流を行い、ダム水位の低下を図ります。 

早明浦ダムの洪水調節計画イメージ図 

①の場合 ②の場合 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
(m3/s)

流
量

①

②
計画流入量

計画放流量

4,700m
3
/s

2,000m
3
/s

０        ４        ８        12        16        20        24        経過時間 (h)

ダムがない場合
流量３０００m3/s

放流量 １５００m3/s

流入量 ３０００m3/s

ダムがない場合
流量４７００m3/s

計画最大流入量
４７００m3/s

計画最大放流量
２０００m3/s

ダムがない場合
流量３０００m3/s

放流量 １５００m3/s

流入量 ３０００m3/s

ダムがない場合
流量３０００m3/s

放流量 １５００m3/s

流入量 ３０００m3/s

ダムがない場合
流量４７００m3/s

計画最大流入量
４７００m3/s

計画最大放流量
２０００m3/s

ダムがない場合
流量４７００m3/s

計画最大流入量
４７００m3/s

計画最大放流量
２０００m3/s
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洪水被害軽減のために、洪水に備えてダムの貯水位を事前に減らすべきだ

というご指摘がございました。しかし、事前放流については、利水容量を洪

水調節のために一時的に使用する必要があり、その場合、洪水調節後に低下

させた容量を確実に回復させる必要があります。現在の気象予測の精度から

勘案すると、確実に回復させることが困難なため、予測が外れてしまった場

合に渇水被害を増大させる危険性があり、慎重に対応する必要があります。
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事前放流とは、洪水に備えてダムの洪水調節容量を増やすために、利水容量（下流に供給する用水等

を貯留するための容量）の一部を事前に放流することです。 

しかし、計画で定められた洪水調節容量に加えて、洪水の前に利水容量の一部を放流し、更なる洪水

調節容量を確保しようとする場合、利水者の同意が必要なことと、利水容量の確実な回復が大前提にな

ります。現在の気象予測の精度から勘案すると、確実に回復させることが困難なため、予測が外れてし

まった場合に渇水被害を増大させる危険性があり、慎重に対応する必要があります。 

なお、早明浦ダムにおける治水機能向上のための対応としては、洪水調節容量を増大させ、低い貯水

位でも確実に放流できるよう施設を改築することとして、河川整備計画素案 p74 6)に記載しています。 

洪水調節容量

利水容量

堆砂容量

洪水調節容量

利水容量

堆砂容量

事前放流分

計　画 事前放流後

洪水調節容量

利水容量

堆砂容量

事前放流中

事前放流分放流

事前放流について 

この部分に

洪水の水を

貯める 

この部分の利

水容量の回復

が必要 

早明浦ダムの取水制限状況 
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④具体的な環境目標の設定について
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具体的な環境目標の設定について
１．平成９年に河川法が改正され、法律の目的として「治水」、「利水」に、
「環境」が加えられ、これまで多自然川づくり等の様々な取り組みを行ってきて
います。
河川環境の目標については、治水、利水のように具体的な目標を設定する必要
があると考えていますが、現時点ではその具体化には至っておらず、河川整備計
画（素案）においても定性的な表現にとどまっています。
今後、生態学及び河川工学等の進展も踏まえながら、具体的な環境目標の設定
に向けて調査・研究に取り組んでいきたいと考えています。

【環境目標設定の必要性】
国民の環境に対する関心の高まり等を踏まえ平成９年に河川法が改正され、法律の目的に

「河川環境の整備と保全」が新たに追加されました。
これまで河川水辺の国勢調査等により河川環境情報の収集・整備を行うとともに多自然川

づくり等の様々な河川環境に関する取り組みを実施していますが、河川環境の保全・再生を
進める上では、
・河川環境の現状・問題点を分析し、将来の河川環境についての見通しを立てる
・個々の河川環境の保全に関する事業等を、目標達成に向けて順応的・段階的に進める

ことが重要であり、河川整備計画においても河川環境の整備・保全の方向性とともに、その
具体的な目標を設定することが望ましいと考えています。

近代河川制度の誕生 治水・利水の体系
的な制度の整備

治水・利水・環境の総
合的な河川制度の整備

明治29(1896)年 昭和39(1964)年 平成9(1997)年

治水

利水

環境

図ー１ 河川法改正の流れ

治水

利水

治水
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【河川環境の目標を具体化するにあたっての課題】

河川環境には、現状では、水質環境基準のような評価基準はありません。その理由としては、
・河川環境の健全さの評価に関する技術論が確立・共有されていない。
・環境に関わる要因が多く、関係が複雑であり、将来予測をするための技術開発が十分でない。
・河川環境は流域からの影響も受けており、河川整備だけではその影響の緩和や解消が難しい。
ことなどが考えられます。

・洪水等によって植物の種類や量が変化すると、これらを餌や住みかとしている昆虫類の種類
や数も変わります。

・昆虫類の種類や数が変化すると、これらを餌にする小鳥や小動物などの生物も変化します。

・このようにして植物の変化は生物全体に影響していくと考えられます。

生態系ピラミッド

大型の鳥やけもの

小鳥や小動物

昆虫

植物

食べられる

食べられる

食べられる食べる

食べる

食べる

洪水による
インパクト

洪水前の状況（平成16年5月：西条大橋上流） 洪水後の状況（平成16年11月：西条大橋上流）

図ー２ 洪水による植物分布の変化と生物への影響

○様々な要因により変化する河川環境の不確実性

河川環境は、洪水など様々な要因によって変動するものであり、将来の予測には不確実性が伴いま
す。
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昭和４４年と平成17年の航空写真を比較した場合、宅地開発等により周辺の土地利用状況が変化
しているため、河川を取り巻く生態系が過去と現在では異なっていると考えられます。

そのため、そこに生息・生育する生物の種類や数といった以前の生態系の状態に戻そうとしても、周
辺の土地利用状況等の制約条件が多いことから、河川管理者だけでは対応することが難しいと考えら
れます。

したがって、この場合は「昭和４４年頃の河川環境の復元を目指す」といった目標を設定したとしても、
開発された周辺環境を元の状態に戻すことは困難であるため、現実的な目標とはならないと考えられ
ます。

図ー３ 河川周辺環境の変化（吉野川右岸河口より26km付近）

○過去と現在における河川周辺の環境の変化

平成17年撮影

耕作地の位置
や面積が変化
している

周辺環境が宅
地開発等により変化
している

昭和４４年撮影

吉野川
吉野川
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【河川水辺の国勢調査の目的】

河川水辺の国勢調査は、河川環境に関する基礎情報の収集を図ることを目的とした調査です。なお、環
境目標の設定にあたっては、洪水等の様々な要因によって変化している自然環境を把握する必要がある
ことから、今後も河川水辺の国勢調査によるモニタリングを行い、中流域における樹林化や外来種の侵入
状況、下流域における汽水域や干潟の河川環境の変化等を把握していきます。

２．現在の取り組みとしては、長期的なモニタリングとして河川水辺の国勢調査を実施し、
洪水等の様々な要因によって変化している自然環境の把握等を行っています。
本調査では、生物の種類や経年変化等の広域的、長期的な変化傾向について把握す
ることができます。（生物数の把握は困難）

○調査目的：河川全体の広域的、長期的な河川環境の変動特性を把握する

○中流域
外来植物の繁茂・拡大状況、河道の
樹林化状況、瀬・淵の分布状況等

○下流域
河口干潟、汽水域における動植物の
生息・生育状況等

○河川水辺の国勢調査による長期的・広域的なモニタリングを実施
・瀬淵分布、植生分布などの生息・生育場の調査（全川）
・動植物相調査（河川区分を代表する地区）

図－４ 河川水辺の国勢調査によるモニタリングフロー

【河川水辺の国勢調査結果の活用事例】

河川水辺の国勢調査は、瀬・淵等の分布や生物の確認状況等を表示した河川環境情報図として調査結
果を取りまとめることなどにより、植生分布の変化や外来種の侵入状況等を把握し、河川整備計画等を検討
する際の参考とするとともに、河川工事等を行う際に自然環境への配慮事項等の検討に利用されています。

図－５ 河川環境情報図による活用イメージ

水際部は多様性をもたせ
るため緩勾配をつける。
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３．河川整備計画の検討に際しては「河川水辺の国勢調査」の調査結果をもとに、河川
環境の変化や現状と課題について、河川区分毎に整理しています。
河川環境が良好な状態を維持している場合には「保全」し、劣化もしくは劣化のおそれ
がある場合は、「再生・維持管理」することを目標としています。

【河川区分について】
池田ダム下流については、河川特性や自然環境等を考慮して、以下のように区分されます。 また、「現
状と課題」及び「目標」については、河川水辺の国勢調査の結果を踏まえて、河川区分毎に整理していま
す。

下流域中流域

旧吉野川・今切川

中流域Ⅱ 中流域Ⅰ 汽水域
第十堰
湛水域

ヤナギ等が繁茂した広い河原が形
成されており、瀬・淵が多く分布して
います。

中流域Ⅰ：岩津～第十堰湛
水域上流端

緩やかに流れる湛水面が広がって
おり、水際にはヤナギ等が繁茂して
います。

第十堰湛水域：第十堰湛水域
上流端～第十堰

市街化している平野部を、緩やか
に蛇行して流下しています。

旧吉野川・今切川

潮汐の影響を受ける汽水域であり、
広大な河口干潟が見られます。

汽水域：第十堰～吉野川河口

図－６ 吉野川における河川区分

河岸の両側には、竹林が連なっ
ており、瀬・淵が多く分布していま
す。

中流域Ⅱ：池田ダム～岩津
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【河川環境が良好な状態で維持されている場合の例】
○良好な河川環境を保全することが目標となります。

（ ヶ 所 ）

5

2

4 6

7 7

3 1

瀬 と 淵

0 2 0 4 0 6 0 8 0

アユの産卵場

図－７ 瀬・淵の分布状況

図－８ アユの産卵場として利用されている瀬

アユの産卵場

アユの産卵場となっている瀬

汽 水 域

第 十 堰 湛 水 域

中 流 域 Ⅰ

中 流 域 Ⅱ

旧 吉 野 川 、今 切 川

吉
野
川

中流域に多く
分布

吉野川の河川景観としての現状
・中流域には、広いレキ河原や水害防備林として植林された竹林が広がっています。
・下流域には、広大な干潟が広がっている雄大な河川景観となっています。

吉野川の河川景観としての目標
・治水との整合を図りつつ、広いレキ河原や河岸の水害防備林等、吉野川の優れた河川景観を保全

図ー９ 吉野川の特徴的な景観（四国のみずべ八十八カ所選定箇所）

魚類の生息場としての河川環境の現状
・中流域には、瀬・淵にアユ等の魚類が多く生息し、アユの
産卵場となった瀬も多く存在する等、魚類にとって良好な
生息環境となっています。

魚類の生息場としての河川環境の目標
・アユ等の産卵場や生息場として利用されている瀬・淵等
の良好な水域環境の保全
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割合（％）

汽水域 0

第十堰湛水域

中流域Ⅰ 12.5

中流域Ⅱ 10.5

27.6

吉
野
川

旧吉野川、今切川

外来魚類

0 5 10 15 20 25 30

割合（％）

汽水域 33.5

第十堰湛水域 24.8

中流域Ⅰ 33.5

中流域Ⅱ 26.4

28.6

吉
野
川

旧吉野川、今切川

外来植物

0 10 20 30

【河川環境が劣化または劣化のおそれがある場合の例】
○劣化した河川環境については、再生・維持管理していくことが目標となります。

・外来植物の割合は、２５～３５％と
高くなっています。

図－１０ 外来植物割合（H17)

・シナダレスズメガヤは、洪水後
も樹木周辺等、洪水の影響を受
けにくい場所に残っており、今後
も繁茂・拡大するおそれがありま
す。

図－１１ シナダレスズメガヤの経年変化

（吉野川）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７

(ha)

急増

河原に繁茂したｼﾅﾀﾞﾚｽｽﾞﾒｶﾞﾔ

30%近い
外来種率

外来魚類が侵入している河川環境の現状
・外来種であるオオクチバス等も広範囲で確認されており、在来種への悪影響が懸念されています。

外来魚類に対する河川環境の目標
・継続したモニタリングにより外来種の侵入状況等を把握し、必要に応じて自然再生事業等を行う。

・外来種魚類は、中流域で10～13%ですが、旧吉野川で
は約28%と比較的高い値となっています。

・平成１３年度の河川水辺の国勢調査で確認された外来
種魚類は、オオクチバス、ブルーギル、カダヤシ、カムル
チー、タイリクバラタナゴ、チカダイ等となっています。

図ー１２ 外来魚類割合（Ｈ１３）

外来種率が
特に高い

外来植物が繁茂した河川環境の現状
・吉野川では、多くの外来植物が繁茂しており、特にレキ河原に繁茂したシナダレスズメガヤについては、
動植物の生息・生育環境への影響や微地形の変化等、環境と治水の両面に係わる問題を引き起こす
ことが懸念されています。

外来植物に対する河川環境の目標
・外来植物の除去及び侵入・定着しにくい河道状態の再生
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４．河川整備計画（素案）には、課題の原因とその対策方法について、検討会や
現地実験等である程度明確になっている場合は、「河川整備の実施に関する事
項」のなかで具体的に記載しております。

【レキ河原の保全・再生に関する実施内容】
外来植物のシナダレスズメガヤについては、平成１５年～平成１７年に開催された「吉野川シナダレスズメ
ガヤ対策検討委員会」において、対策手法の検討を進めてきました。
今後、これらの検討結果を踏まえて、レキ河原の保全・再生に向けた対策を実施していきます。

【水際環境の保全・再生に関する実施内容】
河道内にヤナギ類が繁茂することにより、水際が急勾配になり、陸域と水域をつなぐ水際のなだらかな連
続性（エコトーン）の消失が懸念されています。今後、直立化の解消に必要な対策を実施していきます。

図ー１３ 水際のなだらかな連続性の再生イメージ

【環境目標の設定例（レキ河原等の自然再生事業の場合）】

図ー１４ 自然再生事業における目標到達のイメージ

中間時の達成度
（モニタリングにより達成度を評価・見直し）

目
標

（
効
果

）

実施期間

事業開始

当初の
中間目標

見直しした中間
目標

広いレキ河原や
なだらかな水際環
境の具体的な目標

○自然再生事業とは、河川環境の保全を目的とし、川本来の姿を取り戻すための河川事業です。
○事業を進めるにあたっては環境目標を設定し、モニタリングを行いながら目標の達成状況について評
価していきます。
○事業の進捗状況等を確認した結果、当初想定した目標に達成できない状況であれば、内容の見直し
を行いながら、段階的に進めていきます。

対策を実施対策を実施

レキ河原

対策を実施対策を実施

ヤナギ類

直立化した河岸

ヤナギ類の樹林化により、洪水時に土砂が
樹木周辺にたまり河岸が直立化

緩勾配の水辺（エコトーン）
を再生

ヤナギ類

レキ河原

水域

陸域

カワラサイコ等

ツルヨシ
オギ

もとの河原の位置
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【地域住民等と連携した調査事例（吉野川流域一斉水質調査）】
「吉野川流域一斉水質調査」は、四国四県に住む皆様に、身近な川や水に触れ、楽しみながら川や水の
環境を知っていただきたいとの思いから、平成１２年から実施しております。なお、平成１８年度は、約８００名
の参加者のご協力を得て調査を行うことができました。

平成12年度から平成18年度の間に延べ約4,100人
の皆様にご参加いただいています。

吉野川流域を調査範囲として四国四県に住む皆様
に参加を呼びかけ、同じ日に一斉に水質調査を実
施しています。

皆様からお送りいただいた調査結果をもとに、
共同作業による水質マップづくりを行っています。

799653370 300 330 490 465 701
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700680
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調査範囲は吉野川流域全体です。

調査範囲

参加人数と調査地点数の推移
※H12は2回実施

平成18年度水質マップ（COD）の作成例

５．具体的な環境目標の設定に向けて、環境の現況を把握するためのモニタリングを継
続するとともに、関係機関や地域住民等と連携・協働による自然環境調査や調査結果の
共有等によって、環境調査データの充実等を図っていきたいと考えています。
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⑤森林について
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森林について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 高知県、愛媛県内の吉野川流域はほとんどが山地であり、森林の生育に適した自然条件を活か

した林業等が営まれています。 

□ しかし、木材価格は低迷しており、農山村地域では人口の減少と高齢化が進んでいます。 

 

流域の土地利用区分は、山林が７８．５％となっています。 

（その他、水田や畑地等の農地が１５．１％、宅地等の市街地が４．６％、河川等

が１．８％） 

林業就業者数の推移 年齢階層別林業従事者の推移
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□ 降雨が河川へ流出する際に影響する要素は、多様かつ複雑であり、その流出過程を厳密に再現す

ることは困難です。このため、河川への流出量を算定するためには、実測される降雨量と河川流量

の関係を適切に捉えることが重要です。 

□ 治水計画に用いる流出計算モデルは、流域に降った実際の降雨と下流河道での観測された流量

を基に構築しており、結果的に森林を含む流域の流出特性を反映したものとなっています。 

□ 吉野川流域では、同一の流出計算モデルにより、昭和２９年～平成１６年までの洪水を良好に再現

することが可能であることから、森林を含む流域の流出特性は過去から大きくは変化していないと

考えられます。 

□ 森林に降った雨水は、その一部は地下深部へ浸透したり、森林土壌内に捕捉されたり、樹木から

の蒸発散により水蒸気として流域から失われたりするなどにより、森林に降った雨の全てが洪水に

寄与するわけではありません（損失雨量）。吉野川流域においては、この損失雨量は約１５０mm 程

度で頭打ちとなり、この傾向は過去から変化していません。 

□ これらのことから、吉野川流域における森林の洪水緩和機能は、過去から大きくは変化してい

ないと考えられます。 

□ 一方、地表面に近い部 

分の森林土壌が１cm 発 

達するのに約１００年 

（文献によっては約５ 

００年）もの長期間を 

要すると言われており、 

流域の森林土壌の洪水 

緩和機能はほとんど変 

化しません。 

□ 以上のことから、吉野川流域における洪水緩和機能が今後大きく向上することは期待できま

せんが、現状の洪水緩和機能は森林保全を行い、森林土壌が保全されることにより維持され

るものであり、森林を保全することは重要です。 

蒸散・遮断蒸発

  一般的に、森林は宅地や農地と比べて保水能力が高く、森林を保全して

いくことは治水上も重要と考えています。 
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□ 河川整備計画は、河川法に則り、河川管理者が実施する施策を基本としていますが、河

川管理者が実施する事業内容に森林整備は含まれていないため、河川整備計画に森林整

備を位置付けることができません。 

□ そこで、森林整備を担う関係機関との連携に努めます。また、上流域で、下草刈り、植

樹、間伐等の活動を行っている様々なＮＰＯ団体とも連携を深めていきたいと思いま

す。 
    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  森林整備に関する要望・意見は多くいただきました。今後は森林整備を

担当する関係機関とより一層の連携を図っていきたいと思います。 

流域のＮＰＯ・住民・官などが協力して、

吉野川上流の森林において、下草刈り、

植樹、間伐等の作業を行っている。 
NPOによる交流会 

NPO などによる下草刈り・植樹・間伐作業等 

間伐材を利用 

（砂防工事） 

間伐材を利用 

（河川工事） 行政機関での連絡 

さめうら水源の森 
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□ 「治水上問題となる大雨のときには、洪水のピークを迎える以前に流域は流出に関して

飽和状態となり、降った雨のほとんどが河川に流出するような状況となることから、降

雨量が大きくなると、低減する効果は大きくは期待できない。」とされています。 
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鉛直浸透流

蒸発散蒸散・遮断蒸発 

＜参考＞ 農林水産大臣の諮問による日本学術会議答申 (平成１３年１１

月）では、「森林は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが、大洪水

においては顕著な効果は期待できない。」とされています。 

●大洪水の場合 

●中小洪水の場合 

蒸散・遮断蒸発 

さらに降り続くと 
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□ 「森林の樹冠部の蒸発散作用により、森林自身がかなりの水を消費するからである。」

とされています。 

□ 「降雨が河川に流出するまでには地形条件や地質条件の影響を受ける。それらを森林の

作用と誤解しないように注意する必要がある。さらに、森林は水を生み出すわけではな

いこと、渇水流量が減少する場合もあること、しかしながら、水資源確保上有利である

こと等、一見矛盾する事実を含めて、森林の水源かん養機能を正しく理解することが必

要である。」とされています。 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 農林水産大臣の諮問による日本学術会議答申 (平成１３年１１

月）では、「流況曲線上の渇水流量に近い流況では（すなわち、無降雨日が

長く続くと）、地域や年降水量にもよるが、河川流量はかえって減少する場

合がある。」とされています。 

蒸散・遮断蒸発 

●無降雨が長く続くと
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